
号

外�
平

成
二
十
五
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

○
岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則

(

同

)

三

告

示

○
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

出
納
管
理
課)

四

○
岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
の
廃
止

(
同

)

五

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
一
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

地
方
機
関(｣

の
下
に｢

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
に
所
在
す
る
地
方
機

関
、
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
及
び
岐
阜
教
育
事
務
所(

以
下｢

県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
等
に
所
在
す
る
地

方
機
関｣

と
い
う
。)

並
び
に｣

を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書
中｢

、
総
合
庁
舎｣

を｢

、
県
民
ふ
れ
あ

い
会
館
等
に
所
在
す
る
地
方
機
関
若
し
く
は
総
合
庁
舎｣

に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中｢

出
納
員｣

を｢

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員｣

に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
中｢

に
支
払｣

の
下
に｢(

県
税(

地
方
法
人
特
別
税
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。)

の
還
付
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

出
納
員｣

を｢

会
計
管
理
者
又
は

出
納
員｣

に
改
め
、｢

(

地
方
法
人
特
別
税
を
含
む
。)｣

を
削
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
中｢

出
納
員｣

を｢

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
四
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
第
五
号
中｢

社
団
法
人
岐
阜
県
農
畜
産
公
社｣

を

｢

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
農
畜
産
公
社｣

に
、｢

買
入
れ
る｣

を｢

買
い
入
れ
る｣

に
改
め
る
。

第
百
一
条
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
第
一
号
中｢

高
等
技
能
専
門
校
、
試
験
研
究
機
関
及
び
高

等
学
校｣

を｢
職
業
能
力
開
発
校
、
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
試
験
研
究
機
関
、
高
等
学
校
及
び

特
別
支
援
学
校｣
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
第
一
項
中｢
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト｣

を｢

三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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阜

県

公
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外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日



県
産
材
流
通
課

森
林
整
備
課

治
山
課

中
小
企
業
課

労
働
雇
用
課

企
業
誘
致
課

産
業
技
術
課

地
域
産
業
課

商
業
流
通
課

情
報
産
業
課

観
光
課

国
際
戦
略
推
進
課

林
政
課
の
出
納
員

商
工
政
策
課
の
出
納
員

中
小
企
業
課

労
働
雇
用
課

企
業
誘
致
課

産
業
技
術
課

地
域
産
業
課

商
業
流
通
課

情
報
産
業
課

岐
阜
地
域
産
業
労
働
室

観
光
課

国
際
戦
略
推
進
課

施
設
調
整
課

運
営
調
整
課

競
技
式
典
課

競
技
力
向
上
対
策
課

ぎ
ふ
清
流
大
会
推
進
課

商
工
政
策
課
の
出
納
員 総

務
企
画
課
の
出
納
員

第
百
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中｢

、
証
紙
代
金
収
納
計
器
で
表
示
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は｣

を
削
る
。

第
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
中｢

第
六
号｣

を｢

第
七
号｣

に
改
め
る
。

第
百
七
十
六
条
の
二
第
一
項
中｢

出
納
員
が｣

を｢

県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
等
に
所
在
す
る
地
方
機
関

に
お
い
て｣

に
、｢
又
は｣

を｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

口
座
振
替
を｣

の
下
に｢

行
お
う
と
す
る
と

き
、
又
は
出
納
員
が
こ
れ
ら
の
支
払
を｣

を
加
え
る
。

第
百
七
十
八
条
第
三
項
中｢
第
二
項
の｣

を｢

前
二
項
の｣

に
、｢

出
納
員
が
行
う｣

を｢

第
四
十

三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る｣
に
、｢

｢

出
納
員｣

を｢｢

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員｣

に
改
め
る
。

第
百
七
十
九
条
の
二
第
二
項
中｢
出
納
員
が
行
う｣

を｢

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
、

｢
｢

出
納
員｣

を｢｢

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員｣

に
改
め
る
。

別
表
二
上
欄
中｢

、
清
流
の
国
ぎ
ふ
づ
く
り
推
進
課｣

を
削
り
、｢

、
環
境
管
理
課｣

の
下
に｢

、

自
然
環
境
保
全
課｣

を
、｢

、
人
権
施
策
推
進
課｣
の
下
に｢

、
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
、
岐
阜
地

域
環
境
室｣

を
、｢

、
情
報
産
業
課｣

の
下
に｢

、
岐
阜
地
域
産
業
労
働
室｣

を
加
え
、｢

、
国
際
戦
略

推
進
課
、
県
産
材
流
通
課
、
森
林
整
備
課
、
治
山
課
、
施
設
調
整
課
、
運
営
調
整
課
、
競
技
式
典
課
、

競
技
力
向
上
対
策
課
及
び
ぎ
ふ
清
流
大
会
推
進
課｣

を｢

及
び
国
際
戦
略
推
進
課｣

に
、｢

清
流
の
国

環
境
管
理

ぎ
ふ
づ
く
り
推
進
課

課

｣

を｢

環
境
管
理
課

自
然
環
境
保
全
課｣

に
、｢

人
づ
く
り
文
化
課

人
権
施
策
推
進
課｣
を ｢

人
づ
く
り
文
化
課

人
権
施
策
推
進
課

県
民
生
活
相
談
セ

岐
阜
地
域
環
境
室

｢

ン
タ
ー｣

に
、
同
表
中

｣

｢を

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
二
号

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中｢

に
物
品
受
領
者
の
受
領
印
を
押
さ
せ
、
こ
れ｣

を｢

へ
の
物
品
受
領
者
の
署
名｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中｢

次
の
区
分｣

を｢

各
指
定
供
用
物
の
所
管
課
の
係
長｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢
県
の
機
関｣

を｢

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成25年４月１日 ( )２



地
域
課

中
央
家
畜

保
健
衛
生

所 農
政
部
農

業
経
営
課

中
央
家
畜
保
健
衛

生
所
岐
阜
市
駐
在

農
業
経
営
課
岐
阜

市
駐
在

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
岐
阜
市
駐
在
に
お
い
て
取
り
扱
う
識

別
カ
ー
ド
の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

農
業
経
営
課
岐
阜
市
駐
在
に
お
い
て
取
り
扱
う
有
料
道
路
自

動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
用
に
供
す
る
識
別
カ
ー
ド(

以
下

｢

識
別
カ
ー
ド｣

と
い
う
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理

に
関
す
る
こ
と
。

地
域
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品
の
出
納
、
保
管

及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所

通
信
指
令
課

総
務
課
長

福
祉
課
長

通
信
指
令
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品
の
出
納
、

保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

る
地
方
機
関
及
び
岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
第
三
章
に
規
定
す
る
警
察
学
校｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
三
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
中
山
間
農
業
研
究
所
の
部
中
山
間
農
業
研
究
所
中
津
川
支
所
の
項
中｢

有
料
道

路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
用
に
供
す
る
識
別
カ
ー
ド

(

以
下

｢

識
別
カ
ー
ド｣
と
い
う
。)｣

を

｢

識
別
カ
ー
ド｣

に
改
め
、
同
表
畜
産
研
究
所
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
飛�
特
別
支
援
学
校
の
部
を
削
り
、
同
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
取
調

べ
監
督
課
の
項
、
地
域
課
の
項
及
び
通
信
指
令
課
の
項
を
削
り
、
同
部
生
活
環
境
課
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
国
体
対
策
課
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
上
欄
中｢(

総
務
企
画
課
、
施
設
調
整
課
、
運
営
調
整
課
、
競
技
式
典
課
、
競
技
力
向
上

対
策
課
及
び
ぎ
ふ
清
流
大
会
推
進
課
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
表
総
務
企
画
課
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
岐
阜
県
税
事
務
所
及
び
東
濃
県
税
事
務
所
の
項
中｢

及
び
東
濃
県
税
事
務
所｣

を
削
り
、

同
表
県
税
事
務
所(

岐
阜
県
税
事
務
所
及
び
東
濃
県
税
事
務
所
を
除
く
。)

の
項
中｢

及
び
東
濃
県
税

事
務
所｣

を
削
り
、｢

県
税
課
長｣

を｢

総
務
課
税
課
長｣

に
改
め
、
同
表
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー

の
項
を
削
り
、
同
表
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
農
業
大
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
中｢

家
畜
保
健
衛
生
所｣

の
下
に｢(

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
を

除
く
。)｣

を
加
え
、
同
表
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
中｢

管
理
課
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
一
の
項
中｢

及
び
三
の
項｣

を
削
り
、｢

並
び
に
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
長
、
出
納
事

務
局
出
納
管
理
課
の
出
納
審
査
監
及
び
審
査
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員
で
あ
る｣

を｢

、
出
納
事
務
局

長
で
あ
る
出
納
員
及
び
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
の
総
括
管
理
監
以
外
の｣

に
改
め
、
同
表
三
の
項
を

削
り
、
同
表
四
の
項
中｢

五
の
項｣

を｢

四
の
項｣

に
、｢

九
の
項｣

を｢

七
の
項｣

に
改
め
、
同
項

を
同
表
三
の
項
と
し
、
同
表
五
の
項
中｢

六
の
項｣

を｢

五
の
項｣

に
、｢

及
び
総
合
庁
舎
内｣

を｢

、

総
合
庁
舎
内｣

に
改
め
、｢

の
出
納
員｣

の
下
に｢

、
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
内
の
地
方
機
関
の

出
納
員
、
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
の
出
納
員
及
び
岐
阜
教
育
事
務
所
の
出
納
員｣

を
加
え
、
同
項
を
同

表
四
の
項
と
し
、
同
表
六
の
項
中｢

八
の
項｣

を｢

七
の
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
の
項
と
し
、

同
表
中
七
の
項
を
六
の
項
と
し
、
八
の
項
を
七
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会(

以
下｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

の
組

織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

所
掌
事
務)

第
二
条

委
員
会
は
、
次
の
事
項
を
所
掌
す
る
。

一

千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定(

以
下

｢

協
定｣

と
い
う
。)

の
対
象
と
な
る
県
が
行
う
調
達
に
係
る
苦
情
の
検
討
を
行
い
、
当
該
調
達
が

協
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
か
否
か
を
判
断
し
、
苦
情
の
全
部
又
は
一
部
を
認
め
る
か
ど
う
か
を

決
定
す
る
こ
と
。

二

苦
情
の
全
部
又
は
一
部
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
苦
情
に
係
る
調
達
を
行
っ
た
機
関
に

対
し
て
必
要
な
是
正
策
を
提
案
す
る
こ
と
。

(

組
織)

第
三
条

委
員
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
地
方
公
共
団
体
の
入
札
制
度
及
び
契
約
制
度
に
関
し
優
れ
た
識
見
を

有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

(

委
員
の
任
期)

第
四
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
員
長)

第
五
条

委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

２

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
指
名
す

る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

(

招
集)

第
六
条

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２

委
員
長
は
、
委
員
会
の
会
議
を
招
集
す
る
と
き
は
、
会
議
の
目
的
た
る
事
項
及
び
そ
の
内
容
並
び

に
日
時
及
び
場
所
を
示
し
て
、
文
書
を
も
っ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

会
議)

第
七
条

委
員
会
の
会
議
の
議
長
は
、
委
員
長
が
こ
れ
に
当
た
る
。

２

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長

の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

守
秘
義
務)

第
八
条

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様

と
す
る
。

(

委
員
会
の
庶
務)

第
九
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

(

委
任)

第
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
の
議

決
を
得
て
委
員
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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別
表
二
株
式
会
社
十
六
銀
行
県
庁
支
店
の
項
中｢

岐
阜
家
畜
保
健
衛
生
所
、
図
書
館｣

を｢

図
書
館｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
県
庁
支
店
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
出
張
所
の
項
中｢

岐
阜
振
興
局
、

職
員
研
修
所｣

を｢

職
員
研
修
所｣

に
改
め
、｢

、
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー｣

を
削
り
、｢

岐
阜
保
健

所
本
巣
・
山
県
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に｢

、
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所｣

を
加
え
、｢

、
岐
阜
建
築
事
務
所｣

を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
下
呂
支
店
の
項
中｢

下
呂
看
護
専
門
学
校｣

の
下
に｢

、
下
呂
特

別
支
援
学
校｣

を
加
え
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
古
川
支
店
の
項
中｢

飛�
神
岡
高
等
学
校｣

の
下

に｢

、
飛�
吉
城
特
別
支
援
学
校｣

を
加
え
、
同
表
株
式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
本
店
営
業
部
西
濃
総
合

庁
舎
出
張
所
の
項
中｢

西
濃
家
畜
保
健
衛
生
所｣

を｢

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所｣

に
、｢

西
濃
建
築
事

務
所｣

を｢

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱(
平
成
八
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号)

は
、

廃
止
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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